
２０２１年にあたって

昨年は、新型コロナウイルス感染症が世界中に蔓延し、収まりを見せたかと思えば次の

波が押し寄せ、年末は感染の急拡大に歯止めがかからず、本年も決して予断を許さない状

況です。関住協も、コロナ禍の影響で活動の遂行が困難を来たし、相談案件は大幅に増え

たものの、対面・集合形態での取り組みは停滞を余儀なくされました。

関住協の定款第３条ではその目的として、「会員相互の協力によって、マンション管理

運営上の諸問題に関する経験の交流、情報の交換、学習、教育を通じて、適正な維持・管

理の方法を追求することで、管理組合と区分所有者が集団としての管理及び合意形成能力

を高めていく。さらにマンションの適正な管理に必要な制度を確立するための諸方策を推

進することにより、管理組合の事業と行政や地域共同社会との調和・連携を促進し、もっ

て住環境の保全・改善とまちづくりの推進を図り、またマンションにおける保健・福祉の

増進を図ることを目的とする。」としています。

昨年、年頭の「２０２０年を迎えて」において、関住協の活性化のために４点の活動に

ついて述べましたが、

１．相談活動の充実……昨年は、会員・非会員から８１件の相談があり（方法は来所・電

話・メール・出張)、その内容は区分所有法・規約、総会、理事会運営、コロナ対策、

管理会社の対応等多岐にわたりました。

２．学習・交流会の充実……コロナ禍のため、やむなくすべて中止となりました。

３．関住協だよりの充実……コロナ対応の総会の開き方等について明確にしたこと、その

他の内容についても従来より充実したものになったと思っています。

４．集合住宅維持管理機構（機構）との連携を一層強めて諸問題に取り組んでいく……

昨年は６回（2019年度から通算１１回）行い、諸問題について討議・検討を行いまし

た。

また、昨年１月より、長年懸案であった事務局員を置くことができ、コロナ禍で困難で

はありましたが活動を進めることができました。

本年も昨年と同様に４点の活動を中心に、全国マンション管理組合連合会（全管連）に

参加している組織としてその発展のため尽くすと共に、何と言っても関住協の活性化と発

展のためには会員拡大が重要であり、その取り組みを進めていきますので、皆さんのご協

力をよろしくお願いします。

２０２１年１月

世話人会代表 髙橋 勇
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理事会の運営についての幾つかの問題（その３）

関住協世話人・マンション管理士・司法書士

横山 幸一郎

標準管理規約では、総会については、かなり詳しい規定が置かれていますが、理事会に

関しては、総会の規定を準用するなどして、総会と理事会の違いについて余り詳しい議論

がなされたとは思えない杜撰と言っても良いような規定が散見されます。

昨年の１月号では、理事会の傍聴、招集手続について、７月号では、代理出席、コロナ

禍における対応策等について取り上げました。今回は、主に理事会の議事録をめぐる問題

を取り上げて、考えてみたいと思います。

なお、ここでは、標準管理規約に準拠した規約が定められているものとして記述します。

また、条項の番号は、標準管理規約（単棟型）の条項を示します。標準管理規約と異なる

規約を定めている場合には、当然、結論も替わってきますので、その点はご了承下さい。

この文章は、横山個人の意見であり、関住協で集約したものではありませんので、ご意

見があれば、横山までお願いします。

Ⅴ 理事会議事録の閲覧

理事会議事録に関して規定している標準管理規約（単棟型）第５３条第４項は、『議事

録については、第４９条（第４項を除く。）の規定を準用する。ただし、第４９条第２項

中「総会に出席した組合員」とあるのは「理事会に出席した理事」と読み替えるものとす

る。』とあります。

この規定を当てはめて、第４９条（総会議事録に関して規定している）を読み替えると

以下のようになります。

第１項『理事会の議事については、議長は、議事録を作成しなければならない。』

第２項『議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び議長の指名す

る２名の理事会に出席した理事がこれに署名押印しなければならない。』

第３項『理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があった

ときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の

日時、場所等を指定することができる。』

私は、このように総会議事録に関する規定を、安易に、理事会議事録に適用するのには

非常に問題があると考えています。

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」（以下、「一般法人法」といいます。）

は、一般社団法人および一般財団法人の設立、組織、運営、管理について定めた法律で、

いわば、法人の基本をなす法律と言って良いものですが、社員総会議事録に関する規定で

ある一般法人法第５７条第４項では、社員及び債権者は、社員総会議事録の閲覧、謄写の

請求をすることができるとあるのに対して、理事会理事録に関する規定である同法第９７
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条第２項では、社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、

理事会議事録の閲覧、謄写の請求をすることができるとして、何らかの権利行使の必要性

に加えて裁判所の許可まで必要とされているのです。

だからと言って、規約に「裁判所の許可」を書き込んでも、法的な根拠に基づく規定と

は言えないので、有効か否か争いがあるでしょうし、確実な解決策をここで提示すること

ができず申し訳ないのですが、私がここ数年、規約の改正作業を支援する際には、第５３

条にあたる条項では、第４９条の第１項と第２項は準用しても、あえて第３項の閲覧に関

する規定は準用しないようにしています。

少なくとも、理事会議事録の閲覧については、かなりデリケートに考えるべきであると

の問題提起をしておきたいと思います。

Ⅵ 理事会議事録のコピー

一般法人法では、第５７条で社員総会議事録、第９７条で理事会議事録について、それ

ぞれの議事録の閲覧に加えて、当該書面の謄写についての規定が存在し、謄写も可能であ

ることが明記されています。

しかし一方で、標準管理規約（単棟型）第４９条第３項には、謄写について何の記述も

されていませんので、規定上は、コピーを許すことを想定していません。

また、実質的に考えると、コピーを渡した場合に、一部を改ざんしたものを第三者に見

せられると、それを見た人は、真正な書類のコピーであると誤認する恐れが極めて大きい

ものとなります。

このため、例えば区分所有法を所管している法務省では、法務局に保管されている登記

申請書やその附属書類の閲覧を請求した場合、写真撮影は認められているもののコピーを

することは許されていません。したがって、議事録のコピーは認めるべきではありません。

反面、写真撮影を認めて良いのは、写真から電柱などを消したりするのは比較的簡単に

行われますが、書類（文字）を撮影すると、歪みがあらわになり、その歪みに合わせて文

字を貼り付けることは非常に困難だからです。

議事録と称して、全戸配布している管理組合は少なからずあると思いますが、厳密に議

長及び出席者２名の署名捺印した正規の議事録をコピーして配布するのでなければ、要約

したものを配布していると考えれば良いと思います。また、この場合には、改ざんしよう

としても、それ以前に、組合員であれば正しい内容が誰でも分かる状態におかれるので、

改ざんする意味もないことになります。

また、議事録には、個人情報やプライバシーの対象となる事項が記載されている場合が

ありますので、閲覧に応じる際には、理事の側で事前にチェックして、該当する箇所があ

れば、その部分をマスキングした上で、コピーを撮り、そのコピーを閲覧させるなどの工

夫は必要です。もちろん、そのコピーは回収する必要があります。

以上で、このシリーズは一旦、終了とします。今後とも、管理組合の色々な活動につい

て、一般には余り触れられていない問題を取り上げていきたいと考えています。
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ほのぼのとしたマンションに！

今年も、趣味で菊作りをされている「原田」さんから、マンション入り口に大輪の菊を

提供・展示していただき、居住者や来訪者のみなさんに喜んでもらっています。

朝日プラザ香里ケ丘（４０戸）では、５月のこどもの日には中庭に鯉のぼりを揚げて、

子供たちの健やかな成長を見守っています。

先月、管理人さんのお休みの時、応援で来られた臨時の管理人さんからは「朝日プラザ

香里ケ丘」では鯉のぼりや菊の展示があり、

他のマンションよりもほのぼのとした環境

なので、来るのが楽しみと言われました。

菊作りの作業は苗作り、土作りと途切れ

ることはなく続き、地道な作業の集大成が

秋の菊展示です。

原田さんは、実家の方で土作り、苗作り

をしておられます。

秋になったら、実家からマンションのベ

ランダに菊を移して、展示前の最後の手入

れをした後に展示してもらっています。

（2020年12月１日 朝日プラザ香里ケ丘・河上 勲）

皆さんのお住まいでは大丈夫ですか？

マンションへの侵入・窃盗を防ぐには

一戸建てとは違って、マンションの住戸に侵入して物を盗むという犯罪は難しくて少な

いのではないかと考えられそうですが、油断は禁物。

警視庁の資料では、マンション住戸への侵入・窃盗は大きく「空き巣」「忍び込み」

「居空き」の三種類に分けられるそうだ。

「空き巣」は留守の折に住戸に侵入して盗みをすること、「忍び込み」は夜間、家人が
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寝ている折に侵入して盗むこと、そしてあまり聞きなれないのだが、「居空き」というの

は家人が住戸に居て、昼寝や食事のスキに住戸に入って盗みをするということだそうだ。

いやいやそんなことってあるのかと思うのだが、しかし考えてみると、昼寝はぐっすり寝

てしまい、おまけに玄関のドアの錠をかけていないということが良くありそうだ。泥棒は

よく研究するそうだから、５分もあれば充分仕事ができるというからこれまた油断禁物だ。

このような泥棒の予防には「音」「光」「人」が効果があるのだという。「音」は１階

の専用庭に石を敷いておくと、音を出しやすくて侵入しにくくなるのだという。玄関口に

門扉のあるところでは、鈴でも付けておくのが良いのかもしれない。「光」は、最近よく

使われるようになった人感センサーの設置が代表的だろう。マンションの入口、玄関、１

階ベランダ周辺など、人が近づけばパット灯りが付いて効果は大きい。「人」は「人の目」

などで、マンションの共用部分や外周、敷地内などに人の目があると、犯罪抑止につなが

るという。

犯罪人は日中に下見をして、侵入しやすいマンションか否か、どの住戸が入りやすいか

を探るのだそうだ。その下見の折に、挨拶の声をかけられたりするのを嫌がるのだという。

住民のコミュニティが良好で、住民同士の挨拶が日常的で、ごみ置き場や自転車置き場な

ど共用部分がきちんと整理されているようなところは避けるのだという。コミュニティの

力は犯罪抑止に効果が大きいという。確かに廊下や玄関口、プレイロットなどで顔見知り

の人々が挨拶を交わしているようなマンションには侵入しづらいだろうなあと思う。団地

やマンションの周辺に花などを植えると、それを愛でる人の目があたかもマンションを守っ

ているかのようになり、その目を侵入・窃盗犯は嫌がるそうだ。

また住戸に侵入しにくいように、窓やドアを物理的に強化することなども重要だ。窓な

どのガラスを割ったり、破ったりして侵入する手口があるが、ガラスに防犯フイルムを貼っ

て、ガラス破りを防ぐようにしたい。窓サッシのクレセントは単なる留め具で、鍵ではな

いので、特に１階の住戸では補助錠を必ずつけるようにしたい。

オレオレ詐欺、強盗など侵入窃盗犯とは異なる犯罪にも気をつけたい。オレオレ詐欺は

必ず電話で「俺だけど」「還付金」「警察ですが」「銀行協会」「いくら現金を持ってい

るか」などといったことを言ってくるという。高齢者が騙されやすいという。玄関にはチェー

ンを掛けて、知っている人以外はドアを開けないといった基本的なことを守っておきたい。

（顧問 梶浦 恒男）
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マンションにおけるコミュニケーション

マンションも築年数が古くなると高齢者の比率が増加し、しかも単身住まいが増える。

体調の急変などが生じやすい。

私が最近聞いたことだが、ある集合住宅にお住まいの単身高齢者が自宅内玄関で転倒し、

動けなくなった。「助けて」と声を上げたが聞こえないのか助けが来ず、結果的には10時

間近く倒れたままになっていたらしい。たまたまこの日はヘルパーが来る日になっていた

ので、ドアの内外で会話が出来たが、ヘルパーは玄関の鍵がなく入室出来ないので、介護

事務所に戻って他府県に住む娘さんと連絡し、一時間以上かかって到着して娘さんの鍵で

入室出来たとのこと。ヘルパーが来る日でなければ、もっと倒れたままの状態が続いたと

思う。命に別状がなかったのが不幸中の幸いだった。

私自身の体験だが、一人住まいの方の体調が悪くなり、自ら救急車を呼んだが玄関まで

動けず、救急隊員が部屋に入れない。管理員から私の所に連絡があって、管理組合に登録

してもらっていた「緊急連絡先」で区外に住む親戚の方に連絡し、鍵を持って来てもらい

入室出来、事なきを得た。

最近は「個人情報」との関連で電話番号などの情

報を集めることをためらい、また提供を拒むことも

多いと聞く。しかし、「イザ」と言うときに命を守

ることを優先させるために、管理組合は「最低限必

要な個人情報」を集めることにも踏み切ることが大

切ではないかと考える。その際、適切な個人情報保

護の処置をすることは勿論だが。

私は別の集合住宅に住む90歳近い単身者の自宅の

鍵を預かっているが、鍵を預かる方も、預ける方も

抵抗や負担があるから、管理組合では単身者や高齢

者だけのお宅の玄関鍵を「本人以外のどなたがお持

ちなのか」くらいの情報を持ち合わせることが必要

だし、単身者や高齢者だけの方も情報提供すること

が大切と思うのだが。

※右の写真は、大阪市北区役所発行の「地域活動

紹介ＢＯＯＫ」の１ページです。

（管理組合前理事長 奥田 籾夫）
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関住協では、事務局で事務のお手伝いをいただける方を募集します。

時間は、平日午前１０時～午後５時。週に２～３日程度でもかまいません。

事務所は、大阪市中央区南船場1-13-27 アイカビル4階にあります。

（大阪メトロ堺筋線長堀橋駅下車 １番出口徒歩約５分）

マンションの管理組合について興味・関心のある方、大歓迎です！

まずは下記事務局までお電話ください。

☎ ０６－４７０８－４４６１

ＮＰＯ法人 マンション管理支援の関住協

第２１回定期総会

・３月１３日（土）午後１時３０分～

・集合住宅維持管理機構セミナールーム

（アイカビル４F）にて
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事 務 局 員 募 集 !!

定期総会のお知らせ

マンションの困りごと、お気軽にご相談ください

○ 定例相談日 毎月第１・第３土曜日 午後２時～

○ 相談料 会員は無料、会員以外は１件3,000円です

ご予約はホームページの「相談会」のお申し込みフォームから

※ ３月６日（土）は都合によりお休みです。



ちがいさがし

上の絵と下の絵で８つのちがいがあります。

（印刷ムラなどの微妙なちがいは除きます。）
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回答は、はがきに下の絵を貼り付け、ちが

う所に印をつけてください。

住所、氏名、年齢、さらに余白にこの号を

お読みになった感想などもお書きください。

締め切りは2月20日(土)必着です。

正解者の中から抽選で、5名の方に図書カー

ド（500円分）をプレゼントします。

発表は、図書カードの発送をもって代えさ

せていただきます。

編集部から 前回の「ちがいさがし」

には12人の方から回答が寄せられ、次の

ようなコメントも記されていました。

「おかあさんといっしょにまちがいさがし

したよ。」（河内長野市.5さい）

「コロナの心配で、めっきり集会やサーク

ル活動も休会ですが淋し～い!! 立話もうん

と減り、交流がぐっとへったのは仕方あり

ません。ベランダとベランダの大声の笑い

声も、会話もへりました。早く賑やかな団

地コミュニケーションがもどるのを待って

います。プラザ歌島さんのプラザの明日を

考える会がうらやましいで～すネ。」

（堺市）

「理事会の運営は毎回大変です。特集記事

とても参考になりました。今後の運営に活

かしていきたいです。」（枚方市.50歳）


